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第１章 計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の趣旨 

 
平成27年度、介護保険制度は平成12年度の制度創設から15年目を迎え、団塊

の世代が65歳に達する高齢社会の渦中にあり、10年先の平成37年度に、この世

代が75歳以上を迎えるとき、できるだけ多くの高齢者が元気でいられるような

支援策の確立が命題となっています。 

それら課題の解決を図るために、地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り

住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができ

るよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的

に確保される体制、地域包括ケアシステムの構築に努めることが示されていま

す。地域包括ケアシステムの構築は、「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施

策の推進」、「生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進」、「高齢者の居住

安定に係る施策との連携」を推進することが求められています。 

第６期介護保険事業計画においては、地域包括ケアシステムの実現のため、

「介護」、「医療」、「予防」という専門的なサービスと、その前提としての「住

まい」と「生活支援・福祉サービス」が相互に関係し、連携しながら在宅の生

活を支えられるよう環境を整え、高齢者が、できるだけ長く、本人の能力、意

欲に応じて地域で暮らしていける環境づくりを目指して、第６期赤穂市高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画を策定します。 
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２ 計画の位置付けと法令等の根拠 

 
この計画は、第５期計画で定めた地域包括ケアシステム実現のための方向性

を承継しながら、団塊の世代が75歳以上となり介護が必要な高齢者が急速に増

加する平成37（2025）年までの今後10年間の間に、段階的に地域包括ケアシス

テムを構築することを念頭においた計画とします。 

そのうえで、第６期計画で目指すべき姿（平成29（2017）年の高齢者介護の

あるべき姿）を明らかにしながら、対象者及び関係者の実態と意向を反映する

とともに、地域の実情に応じた特色を踏まえ、地域にふさわしいサービス提供

体制の実現をめざして策定します。 

この計画は、老人福祉法第20条の8及び介護保険法第117条の規定に基づく、

高齢者保健福祉計画（法律上は、「老人福祉計画」）」と「介護保険事業計画」を

一体のものとして策定することで、介護保険及び福祉サービスを総合的に展開

することを目指すものです。 

また、国の定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針」、兵庫県が策定する「介護保険事業支援計画」、「医療費適正

化計画」、「地域ケア体制整備構想」、赤穂市が策定する「赤穂市総合計画」、「赤

穂市地域福祉計画」などの関連計画の内容を踏まえたものとします。 
 

(1) 高齢者保健福祉計画 

高齢者等の健康づくり、生きがいづくり、ひとり暮らし高齢者の生活支援等を通

して、自立と社会参加を促す高齢者保健・福祉事業全般にわたる供給体制を確保し、

総合的なサービス水準の向上を図ります。 
 

(2) 介護保険事業計画  

地域の実情に応じた介護サービスや自立した生活を支援する事業の内容と量を

的確に把握し、介護等を要する人が尊厳を保持し、可能な限り自立した生活を営む

ことができるよう、利用者本位の介護サービスを総合的かつ効率的に提供する体制

を整備し、介護保険事業の円滑な推進を図ります。 
 

高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の関係図  

 

 

 

赤穂市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画  

 

赤穂市高齢者保健福祉計画  

 

介護保険事業計画 
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３ 制度改正のポイント 

 
（１）10 年後を見据えた計画の策定 

 

前回の第５期計画の策定においては、高齢者が地域で安心して暮らせる地域

包括ケアシステムを構築するために必要となる、①認知症支援策の充実、②医

療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実

といった重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置付けるなど、

段階的に計画の記載内容を充実強化させていく取組をスタートさせました。 

今回の第６期計画では、団塊の世代が75歳以上となるのが10年後の平成37

（2025）年であることをふまえ、2025年に向けて第５期で開始した地域包括ケ

ア実現のための方向性を承継しつつ、在宅医療・介護連携等の取組を本格化し

ていくものです。 

 ⇒平成37（2025）年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推

計して掲載し、中長期的な視野に立った施策の展開を図ります。  

 

【2025 年を見据えた介護保険事業計画の策定】 

 

～ 第６期計画は「地域包括ケア計画」の始まり ～ 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

2015 2025 

▲  ▲  

団塊世代が65歳に 団塊世代が75歳に 

 

第６期計画  

 2015 

  ～2017 

 

第７期計画  

 2018 

  ～2020 

 

第８期計画  

 2021 

  ～2023 

 

第９期計画  

 2024 

  ～2026 

 

第５期計画  

 2012 

  ～2014 

 

＜2025年までの見通し＞ 

第５期計画は、 

地域包括ケアシステム

のスタート 

○ 第６期計画以後の計画は、2025年に向けた 

    「地域包括ケア計画」のスタート 

→在宅医療介護連携等の取組を本格化 

→中長期的なｻｰﾋﾞｽ･給付･保険料の見通し 

→地域の将来を見据えたより具体的な計画 
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（２）第６期計画のポイント 

 

１）計画のポイント 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間中の給付費を推計して保険料を算定するだけでなく、いわゆる団塊

の世代が後期高齢者となる 2025 年のサービス水準、給付費や保険料水準など

も推計し、本計画に記載する。 

推計に当たっては、各保険者におけるサービスの充実の方向性、生活支援サー

ビスの整備等により 2025（平成 37）年度の保険料水準等がどう変化するかを

検証しながら行う。 

①2025 年のサービス水準等の推計 

ｔ 

「地域包括ケア計画」として、在宅サービス、施設サービスをそれぞれの地

域で今後どのような方向性で充実させていくか、地域の特徴を踏まえて中長期

的な視点をもって方向性を提示する。  

その際には、75 歳以上高齢者、認知症の高齢者など医療と介護の両方を必要

とする人の増加に対応し、小規模多機能型居宅介護などの普及が重要となる。 

②在宅サービス・施設サービスの方向性の提示 

 

日常生活上の支援が必要な高齢者が地域で安心して在宅生活を継続できるよ

う、ボランティア、ＮＰＯ、協同組合等の多様な主体による多様な生活支援サー

ビスを充実強化するための取組を記載する。  

平成 29 年 4 月までに新しい総合事業を開始し、介護予防訪問介護及び介護

予防通所介護を第６期中に事業へ移行することを踏まえ、コーディネーターの

配置などにより、地域づくりを積極的・計画的に進めること求められている。  

③生活支援サービスの整備 

 

新たに地域支援事業に位置付けられる医療・介護連携の機能、認知症への早

期対応などについて必要な体制の整備など第６期における取組方針と施策を示

す。 

④医療・介護連携・認知症施策の推進 

 

高齢者の日常生活の支援や保健・医療・介護などサービス提供の前提となる

住まいに関して、今後どのような方向性で充実させていくか、保険者として方

向性を提示する。  

⑤住まい 
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２）基本的な指針の概要～基本事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護給付等対象サービスの充実・強化 

在宅医療の充実及び在宅医療と介護の

連携による継続的な支援体制の整備 

介護予防の推進 

日常生活支援を支援する体制の整備 

高齢者の住まいの安定的な確保 

１)地域包括ケアシステムの基本理念  

２)認知症施策の推進  

地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応

じて自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい

及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステ

ム）の構築に努める。 

地域における継続的な支援体制の整備を図る。その際、重度の要介護者、単身や

夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者の増加等を踏まえサービスを検討する。  

住み慣れた地域での生活を継続できるよう、退院支援、日常の療養支援、急変時

の対応、看取り等様々な局面で連携を図ることのできる体制を整備する。  

高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生きが

い・役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り

巻く環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプローチが重要。  

日常生活上の支援が必要な高齢者が、地域で安心して在宅生活を継続していくた

めに必要となる多様な生活支援等サービスを整備するため、市町村が中心となっ

て事業主体の支援・協働体制の充実・強化を進める。  

住まいは保健・医療・介護などのサービスが提供される前提であり、高齢者向け

住まいが、地域におけるニーズに応じて適切に供給される環境を確保する。  

今後増加する認知症高齢者に適切に対応するため、認知症ケアパスを確立しなが

ら、早期診断・対応等本人・家族への支援を実施する体制を構築する。  

利
用
者
の
選
択 

制
度
の
信
頼
性 

６)介護  

サービス

の情報

の公表  

７)介護

給付等

に要する

費用の

適正化  

 

・2025 年度までの間に各地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築する  

ことを目標とする。  

・地域包括ケア計画として、各計画期間を通じて段階的に構築。  

３)2025 年を見据えた目標 

 

・多様な職種や機関との連

携協働による地域包括

ネットワークの構築。  

・市町村を中心として地域

の関係者で課題を共有・

資源開発・政策形成。  

・世代を超えて支え合う地

域づくりを推進。  

 

・地域包括システムを支える人材を安定的

に確保する取組が重要。  

・広域的な立場から都道府県は 2025 年

を見据えた総合的な取組を推進。  

・多様な人材の参入促進、資質の向上、雇

用環境の改善を一体的に推進。  

・市町村においても支え手の育成・養成等

を推進。  

 

・近隣市町村と連携した地域包括ケア

システムの構築。  

・都道府県による市町村への支援。  

・連携した事業者への指導監督等。  

４)地域づくり  ５)人材の確保及び資質の向上  ８)市町村・都道府県の連携  
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（３）介護保険制度改正の主な内容 

 

国では、地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能性の確保の

ため充実と重点化・効率化を一体的に行う制度改正が行われました。 

 

①地域包括ケアシステムの構築 

 

ア．地域支援事業の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 認知症ケアパス：認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れ 

※2 認知症地域支援推進員：市町村において医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコー 

ディネーター 

医療・介護連携 

認知症施策 

地域ケア会議 

生活支援 

介護予防 

・恒久的な制度として位置付け連携強化 

・事後的な対応から「早期・事前的な対応」へ施策の推進 

・制度化による強化 

・基盤整備の推進 

・効果的な取組の推進 

関係者に対する研修等を通じて、医療と介護の濃密なネットワークが構築され、効

率的、効果的できめ細かなサービス提供を実現していく。  

関係者との連携や調整を行う等の市町村の役割の明確化する。  

認知症ケアパス（※1）を導入し、早期診断、早期対応や認知症地域支援推進員（※2）に

よる相談対応等により認知症でも生活できる地域を実現していく。  

多職種連携、地域のニーズや社会資源を的確に把握可能になり、地域課題への取組が

推進され、高齢者が地域で生活しやすい環境を実現していく。  

コーディネーターの配置等を通じて地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッ

チングを行うことにより、生活支援の充実を実現していく。  

多様な参加の場づくりとリハビリ専門職等を活かすことにより、高齢者が生きが

い・役割をもって生活できるような地域を実現していく。  
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イ．重点化・効率化 

 

◇予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、

多様化 

・予防給付のうち、訪問介護と通所介護を市町村が地域の実情に応じた取組

ができる地域支援事業に平成 29 年度末までに移行する。 

 ※財源構成は給付と同じ 

・介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を発展的に見直し、新しい

介護予防日常生活支援総合事業（総合事業）として、平成 29 年 4 月までに

実施する。 

 

◇特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護 3 以上に限定 

・特養への新規入所者を原則、要介護度 3 以上に限定し、在宅での生活が困

難な中重度を支える施設としての機能に重点化。  

※既入所者は除く（平成 27 年 4 月施行） 

・軽度者（要介護 1・2）については、やむを得ない事情により特養以外での

生活が著しく困難であると認められる場合には、市の関与の下、特例的に

入所を認める。 

 

◇小規模型通所介護の移行と居宅介護支援事業者の指定権限の移譲 

・小規模（※1）の通所介護の事業所について、 

   ①地域との連携や運営の透明性を確保するため、地域密着型サービスへ

移行（平成 28 年度施行） 

   ②経営の安定性の確保、サービスの質の向上のため、通所介護（大規模

型・通常規模型）や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移

行。 

       ※1 小規模：利用定員 18 人以下 

・居宅介護支援事業所の指定権限を都道府県から、市に権限移譲。（平成 30

年度施行） 

・有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅（特定施設入居者

生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住

宅）への住所地特例の適用 
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ウ．地域包括支援センターの機能強化 

 

改正された介護保険法においては、実効性のある見守り活動や相談活動

の拠点として地域包括支援センターの機能強化を図る必要があります。  

地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安

定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の

増進を包括的に支援することを目的とする施設」（介護保険法第  115 条

の  45）です。  

つまり、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、

包括的および継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するための中心的

役割を果たすことが求められています。  
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【新しい総合事業のイメージ（全体像）】 

 

○すべての市町村が 29 年 4 月までに「総合事業」を開始(総合事業は「介護予防・生

活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」から構成)。 

→訪問介護、通所介護は総合事業のサービスにすべて移行（29 年度末） 

→訪問介護、通所介護以外のサービスは予防給付によるサービス利用 

○要支援者はケアマネジメントを行い総合事業によるサービス（訪問型・通所型サー

ビス等）と予防給付によるサービスを適切に組み合わせつつサービスを利用する。 

○総合事業のみ利用する場合、要支援認定は不要（基本チェックリストで判断）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい総合事業の全体像 

介護予防給付（要支援１～２） 

 

地域支援事業 

 

訪問看護  

訪問リハリハビリテーション  

訪問入浴介護  

短期入所生活介護  

認知症対応型共同生活介護  

福祉用具貸与   住宅改修  

 など  

（訪問介護、通所介護を  

除く介護予防給付サービス）  

訪問介護・通所介護  

■介護予防事業 

■包括的支援事業 
地域包括支援センター  

の運営等  

介護給付（要介護１～５） 

 
介護予防給付（要支援１～２） 

 

地域支援事業 

 

介護給付（要介護１～５） 

 

※従来の介護予防給付を継続  

訪問看護   訪問リハビリテーション  

訪問入浴介護  

短期入所生活介護  

認知症対応型共同生活介護  福祉用具貸与  

住宅改修    など（訪問介護、通所介護を除

く介護予防給付サービス）  

■介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援１～２、それ以外の者） 

◇介護予防・生活支援サービス事業 
①訪問型サービス (従来の身体介護・生活援助等) 

②通所型サービス (機能訓練、ミニデイサービス等) 

③生活支援サービス (配食・見守り等) 

④介護予防支援事業 (ケアマネジメント) など 

■任意事業 

◇介護給付費適正化事業 

◇家族介護支援事業 

◇その他の事業 

■包括的支援事業 

◇地域包括支援センターの運営 
(地域ケア会議の充実) 

◇在宅医療・介護の連携推進 

◇認知症施策の推進 
(認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等) 

◇生活支援サービスの基盤整備 

◇一般介護予防事業 

(その他の体操教室等の普及啓発事業等) 

介護予防の推進 

充
実 

多
様
化 

移行 

介護予防・ 

従来の二次 

予防対象者 

全ての高齢者 

機能強化 

■任意事業 
 介護給付費適正化事業  

 家族介護支援事業  

その他の事業  

現行 

と 

同様 

現行 

と 

同様 
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【要支援者の介護予防・生活支援サービスの全体イメージ】 

 
①見直し後の訪問型サービス、通所型サービスは従来の身体介護・生活介護を行う訪問介護、機能訓練を行う通所介護事業者に加

え、人員基準等を緩和し、ＮＰＯ、民間事業者、ボランティアなど多様な事業主体の参入を促進する。 

②市町村は介護予防・生活支援サービス（訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス）について、事業を実施する義務

がある。 

③生活支援サービスについては、高齢者の「生活支援の担い手」としての社会参加が求められる。 

④介護予防給付（訪問介護、通所介護を除く。）については、従来どおりの介護予防給付が行われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行のサービス 見直し後のサービス 

介護予防・生活支援サービス 予防給付 

 訪問型サービス 
○身体介護等の訪問介護（既存の訪問介護事業所） 

○掃除、洗濯等の生活支援サービス（ＮＰＯ、民間事業者等） 

○ゴミ出し等の生活支援サービス（住民ボランティア） 

通所型サービス 
○機能訓練等の通所介護（既存の通所介護事業所） 

○ミニデイサービス（ＮＰＯ、民間事業者等） 

○コミュニティサロン、住民主体の運動、交流の場 

○リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等が関与する教室 

生活支援サービス 
○配食、見守り等 

 

ケアマネジメント 

住宅改修 

福祉用具販売 

訪問介護 

通所介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

通所リハビリテーション 

短期入所療養介護 

居宅療養管理指導 

特定施設入所者生活介護 

短期入所生活介護 

訪問入浴介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

福祉用具貸与 

予防給付 

 

■人員基準等を緩和 

 

■多様な事業主体の

参入を促進 

 

■市町村は実施する

義務 

ケアマネジメント 

住宅改修 

 

福祉用具販売 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

通所リハビリテーション 

短期入所療養介護 

居宅療養管理指導 

特定施設入所者生活介護 

訪問入浴介護 

認知症対応型通所介護 

小規模多機能型居宅介護 

認知症対応型共同生活介護 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

福祉用具貸与 

短期入所生活介護 

など など 
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②介護予防の推進 

 

ア．基本的な考え方 

 

介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽

減・悪化防止を目的として行うものです。特に、生活機能の低下した高齢者に

対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」

のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要であり、単に高齢者の

運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すものではなく、日常

生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人一人の生き

がいや自己実現のための取組を支援して、生活の質の向上を目指すものです。 

 

一方で、これまでの介護予防の手法は、心身機能を改善することを目的とし

た機能回復訓練に偏りがちであり、介護予防で得られた活動的な状態をバラン

スよく維持するための活動や社会参加を促す取組（多様な通いの場の創出等）

が必ずしも十分ではなかったという課題があります。 

 

このような現状を踏まえると、これからの介護予防は、機能回復訓練などの

高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生き

がい・役割を持って生活できるような居場所づくりと出番づくりなど、高齢者

本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプローチが

重要です。このような効果的なアプローチを実践するため、地域においてリハ

ビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状

態になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を目指します。 

 

 

イ．介護予防事業の見直しについて 

 

一次予防事業と二次予防事業を区別せずに、地域の実情に応じた効果的・効

率的な介護予防の取組を推進する観点から、介護予防事業を見直します。 
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【新しい介護予防事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取

り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチができるように介護予防事業

を見直す。 

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人との

つながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。 

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。 

現行の介護予防事業 

一次予防事業  

・介護予防普及啓発事業  

・地域介護予防活動支援事業  

・一次予防事業評価事業  

二次予防事業  

・二次予防事業対象者の把握  

事業  

・通所型介護予防事業  

・訪問型介護予防事業  

・二次予防事業評価事業  

一次予防事業と  

二次予防事業を  

区別せずに、地域  

の実情に応じた  

効果的・効率的な  

介護予防の取組を  

推進する観点から  

見直す  

介護予防を機能  

強化する観点から  

新事業を追加  

一般介護予防事業 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

 
・介護予防把握事業  
地域の実情に応じて収集した情報

等の活用により、閉じこもり等の

何らかの支援を要する者を把握

し、介護予防活動へつなげる。 

・介護予防普及啓発事業  
介護予防活動の普及・啓発を行う。 

・地域介護予防活動支援事業  
地域における住民主体の介護予

防活動の育成・支援を行う。  

・一般介護予防事業評価事業  
介護保険事業計画に定める目標値

の達成状況等の検証を行い、一般

介護予防事業の事業評価を行う。 

・（新）地域リハビリテーション活動  

支援事業  
地域における介護予防の取組を

機能強化するために、通所、訪

問、地域ケア会議、サービス担

当者会議、住民運営の通いの場

等へのリハビリテーション専門

職等の関与を促進する。  

 

介護予防・生活支援サービス事業 

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラ

ム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する介護予防につい

ては、介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマ

ネジメントに基づき実施 
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③費用負担の公平化 

 

低所得者の保険料軽減を拡充し、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得

や資産のある人の利用者負担を見直します。 

 

ア．低所得者の保険料軽減を拡充 

 

◇低所得者の保険料の軽減割合を拡大  

・給付費の５割の公費に加えて別枠で更なる保険料軽減を行い、その軽減分

を公費により補填します。 

◇標準段階の見直し 

 ・標準段階はこれまでの６段階から、標準で９段階に見直され、所得水準に

応じたきめ細やかな保険料設定になります。 

 

イ．重点化・効率化 

 

◇一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げ（平成 27 年 8 月より） 

・合計所得金額が一定以上の方は、サービス利用時の負担を１割から２

割に引き上げになります（世帯構成により基準額は異なります）。  

 

◇施設と短期入所利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」要件に資

産を追加（平成 27 年８月より）  

・単身で預貯金が 1 千万円以上ある方には補足給付は行われません。  

・配偶者の所得が勘案されます。  

・非課税年金が勘案されます。（平成 28 年 8 月より）  

 

  ◇高額介護サービス費の見直し（平成 27 年 8 月より）  

・現役並み所得者が同一世帯内にいる場合、高額介護サービス費の限度

額が引き上げられます。  
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４ 計画の期間 

 

計画期間は、平成27年度から平成29年度までの3年間です。 

本計画では、平成37年（2025年）までの中長期的な視野に立った施策を盛り

込むことが求められています。 

 

H24 
2012 

H25 
2013 

H26 
2014 

H27 
2015 

H28 
2016 

H29 
2017 

H30 
2018 

H31 
2019 

H32 
2020 

H33 
2021 

H34 
2022 

H35 
2023 

H36 
2024 

H37 
2025 

              

 

 

 

 

５ 計画の策定体制 

 
本計画の策定は、赤穂市介護保険等事業計画策定委員会のほか、各種アンケー

トなど、市民や関係者の参画により策定します。 

 

 

（１）赤穂市介護保険等事業計画策定委員会の開催 

 

（２）各種アンケート調査の実施 

 

（３）パブリックコメントの実施 

 

第 5 期計画 第 6 期計画 第 7 期計画 第 8 期計画 第 9 期計画 

平成 37 年までの中長期的見直し 

「団塊の世代」

が 65 歳に 
「団塊の世代」

が 75 歳に 
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第２章 赤穂市の高齢化の現状と将来像 

１ 人口構造 

（１）現在の人口構造 

  本市の平成 26 年 9 月末時点の人口は、50,042 人となっています。 

男性、女性ともに 60 歳代の人口が多いことから、今後、65 歳以上の高齢者人口が著

しく増加することが予想されます。また 14 歳以下の人口は少なく、少子高齢化は今後も

進行していくものと考えられます。 

 

◆性別年齢５歳階級別人口ピラミッド  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（平成 26 年 9 月末現在）  

871 

979 

1,189 

1,307 

1,156 

1,172 

1,202 

1,488 

1,811 

1,572 

1,514 

1,474 

1,955 

1,972 

1,834 

1,510 

1,341 

895 

454 

156 

0 500 1,000 1,500 2,000

0～ 4歳

5～ 9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95歳以上

[人]

女

991 

1,089 

1,271 

1,333 

1,240 

1,321 

1,303 

1,534 

1,742 

1,583 

1,409 

1,493 

1,816 

1,849 

1,568 

1,195 

828 

465 

127 

33 

05001,0001,5002,000[人]

男
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（２）年齢３区分別人口の推移 

本市における年齢３区分人口をみると、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15

～64 歳）は減少傾向にあります。一方、高齢者人口（65 歳以上）は増加傾向にあり、平

成 26 年に 14,227 人となっています。これにともない年齢３区分人口構成比も同様の傾

向がみられ、高齢者人口割合は平成 26 年 9 月末時点で 28.4％となっています。 

 

◆年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 

※平成 23 年以前は外国人含む 
 

◆年齢３区分別人口構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 

※平成 23 年以前は外国人含む 

7,015 6,875 6,664 6,587 6,390

31,613 31,336 30,733 30,061 29,425

12,829 12,911 13,345 13,733 14,227

51,457 51,122 50,742 50,381 50,042

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

[人]

高齢者人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

（0～14歳）

13.7

13.4

13.1

13.0

12.8

61.4

61.3

60.6

59.7

58.8

24.9

25.3

26.3

27.3

28.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

０～14歳 15～64歳 65歳以上
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２ 世帯構造 

 世帯の状況をみると、世帯数は増加傾向にあり、１世帯当たり人数は減少傾向で推移し

ています。 

 国勢調査による 65 歳以上高齢者のいる世帯では、親族人員が２人の世帯が最も多く、次

いで親族人員が１人の世帯が多くなっています。 

◆人口・世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳（各年 9 月末現在） 

※平成 23 年以前は外国人含む 

◆65 歳以上の親族のいる一般世帯 

区分  親族  
親族人員

が 1 人  
2 人  3 人  4 人  5 人  6 人  

7 人  

以上  

65 歳以上の親族の

いる一般世帯（世帯） 
8,357 1,828 3,335 1,395 742 515 365 177 

世帯人員  

（人） 
18,786 4,632 5,579 3,646 3,033 1,210 468 218 

資料：平成 22 年国勢調査 

 

 

 

51,735 51,457 51,122 50,742 50,381 50,042

19,893 20,037 20,118 20,095 20,165 20,297

2.60

2.57
2.54

2.53

2.50

2.47

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

2.65

2.70

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

[人][人/世帯]

人口 世帯数 1世帯当たり人口



第 6 期赤穂市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 18 

３ 高齢者の状況 

（１）高齢者人口の推移 

本市の 65 歳以上の人口は増加傾向で推移しています。前期高齢者（65～74 歳）及び

後期高齢者（75 歳以上）の内訳でみても、ともに増加しています。また、人口総数に対

する年齢４区分の割合をみると、65～74 歳、75 歳以上で上昇傾向にあります。 

◆年齢別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 

※平成 23 年以前は外国人含む 

◆年齢別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市住民基本台帳人口（各年 9 月末現在） 

※平成 23 年以前は外国人含む 

41.9
41.4 40.6 39.8

38.9

33.1 33.4 33.1 33.0 32.7

24.9 25.3 26.3
27.3 28.4

12.6 12.4 13.1 13.6
14.4

12.4 12.8 13.2 13.6 14.0
10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

０～39歳

40～64歳

65歳以上

65～74歳（再掲）

75歳以上（再掲）

21,575 21,158 20,577 20,042 19,446

17,053 17,053 16,820 16,606 16,369

6,467 6,360 6,622 6,874 7,223

6,362 6,551 6,723 6,859 7,004

51,457 51,122 50,742 50,381 50,042

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

[人]

75歳以上

65～74歳

40～64歳

０～39歳



第 6 期赤穂市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 19 

（２）アンケート調査結果から 

本市では、本計画策定に向け、高齢者の日常生活の実態等を把握するため、平成 25 年度

と、平成 26 年度にアンケート調査を実施しました。 

 

◆実施要領 
 

・調査年度  平成 25 年度 平成 26 年度 

・調査名  
二次予防事業対象者把握調査及

び日常生活圏域ニーズ調査  

介護保険・保健福祉に関するアン

ケート調査  

・調査対象  
65 歳以上の一般高齢者 2,500

人（無作為抽出）  

65歳以上の要支援 1から要介護

2 までの認定者 500 人（無作為

抽出） 

・調査期間  
平成 2６年１月１４日  

～１月２９日 

平成 2６年７月１8 日  

～7 月３１日 

・調査方法  郵送配布・郵送回収  郵送配布・郵送回収  

・回収結果  2,105 件（回収率：84.2％） 325 件（回収率：65.0％） 

 

◆報告書の見方 

 回答結果の割合「%」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点

以下第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答であっても合計値が

100.0%にならない場合があります。 

 複数回答の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合

を示しています。そのため、合計が 100.0%を超える場合があります。 

 図表中において、「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の

判別が著しく困難なものです。 

 図表等の「N 数（number of case）」は、有効標本数（集計対象者総数）を表してい

ます。 

 

①回答者の属性 

◆年齢 ◆居住地区  

 

 

 

 

 

 

 

4.0

8.0

15.7

28.3

27.7

15.4

0.9

0% 10% 20% 30%

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

無回答

（N=325）

30.8

22.2

22.5

13.8

9.5

1.2

0% 20% 40%

赤穂・城西地区

塩屋・西部地区

尾崎・御崎地区

坂越・高雄地区

有年地区

無回答

（N=325）
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◆要介護度               ◆家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ◆同居人数              ◆同居者  

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の年齢は 80 歳以上の割合が高く、居住地区は赤穂・城西地区が最も高い割

合となっています。 

要介護度は「要支援１」「要支援２」「要介護２」「要介護１」の順に高い割合を示

しています。 

家族構成は、「一人暮らし」が 14.1%、「家族などと同居」が 63.6%、「その他（施設

入居など）」が 3.1%、となっています。 

同居者の人数は、「2 人」（38.4%）が最も高く、次いで、「3 人」（18.1%）、「4 人」（8.3%）、

となっています。 

同居者は、「配偶者(夫・妻)」（73.9%）が最も高く、次いで、「息子」（32.1%）、「孫」

（20.0%）、となっています。 

28.6

24.6

18.2

21.5

7.1

0% 20% 40%

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

無回答

（N=325） 一人暮らし

14.1%

家族などと同

居（二世帯住

宅を含む）
63.6%

その他（施設入

居など）

3.1%

無回答

19.2%

（N=2,430）

38.4

18.1

8.3

6.1

4.8

2.1

22.1

0% 20% 40% 60%

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

9 人

無回答

（N=1,545）

73.9

32.1

18.4

17.3

20.0

1.5

4.7

5.2

0% 50% 100%

配偶者( 夫・妻) 

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

（N=1,545）
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②日中独居の状況 

≪家族などと同居されている方のみ≫ 

問１Ｑ１－２ 日中、一人になることがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中独居の状況は、「よくある」が 26.5%、「たまにある」が 47.1%、「ない」が 21.6%、

となっています。 

 

③介護の必要性  

問１Ｑ２ あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護の必要性は、「介護・介助は必要ない」が 58.8%、「何らかの介護・介助は必要だ

が、現在は受けていない」が 5.9%、「現在、何らかの介護を受けている」が 7.7%、となっ

ています。 

 

よくある

26.5%

たまにある

47.1%

ない

21.6%

無回答

4.8%

（N=1,545）

介護・介助は

必要ない

58.8%

何らかの介護・

介助は必要だ

が、現在は受

けていない

5.9%

現在、何らか

の介護を受け

ている
7.7%

無回答

27.6%

（N=2,430）
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④介護が必要になった主な原因  

 

≪介護・介助が必要な方、受けている方のみ≫ 

問１Ｑ２－１ 介護・介助が必要になった主な原因はなんですか（いくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護・介助が必要になった主な原因は、「高齢による衰弱」（23.4%）が最も高く、次い

で、「認知症」（16.4%）、「骨折・転倒」（15.5%）などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

13.1

5.2

4.6

5.5

16.4

2.4

9.7

9.1

15.5

5.8

23.4

13.4

0.9

17.3

0% 5% 10% 15% 20% 25%

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

がん（悪性新生物）

呼吸器の病気( 肺気腫･肺炎等) 

関節の病気( リウマチ等) 

認知症( アルツハイマー病等) 

パーキンソン病

糖尿病

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

（N=329）
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⑤主な介護・介助者の年齢  

 

≪介護・介助を受けている方のみ≫  

問１Ｑ２－３ 主に介護・介助している方の年齢は、次のどれですか  

 

 

 

 

 

 

 

 

主な介護・介助者の年齢は、「65 歳未満」（49.5%）が最も高く、次いで、「75～84

歳」（17.7%）、「65～74 歳」（15.6%）などとなっています。 

 

⑥経済的な暮らしの状況  

 

問１Ｑ４ 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済的な暮らしの状況は、「苦しい」と「やや苦しい」を合わせた『苦しい』が 46.8%、

「ゆとりがある」と「ややゆとりがある」を合わせた『ゆとりがある』が 43.8%、となっ

ています。 

65歳未満

49.5%

65～74歳

15.6%

75～84歳

17.7%

85歳以上

7.5%

無回答

9.7%

（N=186）

苦しい

12.8%

やや苦しい

34.0%
ややゆとりがあ

る
37.4%

ゆとりがある

6.4%

無回答
9.3%

（N=2,430）
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⑦運動・閉じこもり（問２Ｑ１～Ｑ７）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動・閉じこもりについて、階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかは「いい

え」が 37.9％、昨年と比べて外出の回数が減っているかは「はい」が 25.4%、椅子に座っ

た状態から何もつかまらずに立ち上がっているかは「いいえ」が 22.5%、などとなって

います。 

 

⑧外出頻度  

 

問２Ｑ８ 買物、散歩で外出する頻度はどのくらいですか（それぞれ１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買物で外出する頻度は、「ほぼ毎日」（26.3%）が最も高く、次いで、「週 2～3 日」

（24.0%）、「週 4～5 日」（14.8%）となっています。散歩で外出する頻度は、「ほぼ毎

日」（30.5%）が最も高く、次いで、「週 2～3 日」（13.5%）、「週 1 日未満」（13.1%）と

なっています。

59.2

75.8

78.1

89.9

87.0

25.4

18.2

37.9

22.5

20.0

5.1

9.8

71.2

60.4

2.9

1.7

2.0

5.0

3.2

3.5

21.4

0% 50% 100%

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

１５分位続けて歩いていますか

５ｍ以上歩けますか

週に１回以上は外出していますか

昨年と比べて外出の回数が減っていますか

外出を控えていますか

はい いいえ 無回答

（N=2,430）

26.3

30.5

14.8

10.3

24.0

13.5

9.2

4.9

8.4

13.1

17.3

27.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A.買物

B.散歩

ほぼ毎日 週4 ～5 日 週2 ～3 日

週1 日 週1 日未満 無回答

（N=2,430）
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⑧－１）外出を控えている理由  

≪外出を控えている方のみ≫ 

問２Ｑ７－１ 外出を控えている理由は、次のどれですか（いくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外出を控えている理由は、「足腰などの痛み」（58.7%）が最も高く、次いで、「トイレ

の心配(失禁など)」（22.6%）、「病気」（18.5%）などとなっています。 

 

⑨転倒予防（問３Ｑ１～Ｑ５）  

 

 

 

 

 

 

 

 

転倒予防について、以前に比べて歩く速度が遅くなってきたかは「はい」が 50.1%、

転倒に対する不安は大きいかは「はい」が 48.8%となっています。 

 

24.4

48.8

29.4

50.1

17.2

74.0

48.4

65.3

42.6

77.4

1.6

2.8

5.3

7.4

5.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

背中が丸くなってきましたか

以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか

杖を使っていますか

はい いいえ 無回答

（N=2,430）

18.5

5.0

58.7

22.6

12.4

9.3

14.4

2.5

16.5

11.3

5.9

0% 20% 40% 60% 80%

病気

障害( 脳卒中の後遺症など) 

足腰などの痛み

トイレの心配( 失禁など) 

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

その他

無回答

（N=443）
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⑩口腔・栄養（問４Ｑ１～Ｑ７）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口腔・栄養について、定期的に歯科受診（健診を含む）をしているかは「いいえ」が

50.7%、半年前に比べて固いものが食べにくくなったかは「はい」が 31.6%、口の渇きが

気になるかは「はい」が 24.2%、などとなっています。 

 

⑩－１）１日の食事の回数  

 

問４Ｑ９ 1日の食事の回数は何回ですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日の食事の回数は、「朝昼晩の３食」（91.1%）が最も高く、次いで、「朝晩の２食」（2.2%）、

「昼晩の２食」（1.0%）となっています。 

13.0

31.6

21.0

24.2

87.2

40.1

83.4

65.1

75.8

71.2

6.0

50.7

3.6

3.3

3.2

4.6

6.8

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

６ヶ月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか

歯磨き（人にやってもらう場合も含む）を毎日していますか

定期的に歯科受診（健診を含む）をしていますか

はい いいえ 無回答

（N=2,430）

91.1

2.2

0.3

1.0

0.0

0.7

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

朝昼晩の３食

朝晩の２食

朝昼の２食

昼晩の２食

１食

その他

無回答

（N=2,430）
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⑪物忘れ（問５Ｑ１～Ｑ４）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物忘れについて、今日が何月何日かわからない時があるかは「はい」が 22.3%、周り

の人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあるかは「はい」が 18.0%、自分で電

話番号を調べて電話をかけることをしているかは「いいえ」が 11.5%、などとなってい

ます。 

⑫日常活動の判断  

問５Ｑ５ その日の活動（食事をする、衣服を選ぶなど）を自分で判断できますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その日の活動（食事をする、衣服を選ぶなど）を自分で判断できるかは、「困難なく

できる」（80.4%）が最も高く、次いで「いくらか困難であるが、できる」（10.1%）、「判

断するときに、他人からの合図や見守りが必要」（2.0%）となっています。 

 

18.0

85.7

22.3

86.5

77.9

11.5

74.7

5.6

4.1

2.8

3.0

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れ

があると言われますか

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをし

ていますか

今日が何月何日かわからない時がありますか

５分前のことが思い出せますか

はい いいえ 無回答

（N=2,430）

80.4

10.1

2.0

0.7

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

困難なくできる

いくらか困難であるが、できる

判断するときに、他人からの合図や見守りが必要

ほとんど判断できない

無回答

（N=2,430）
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⑬日常生活（問６Ｑ１～Ｑ３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バスや電車で一人で外出しているか（自家用車でも可）は、「できるし、している」

が 73.8%、「できるけどしていない」が 12.4%、「できない」が 12.1%となっています。 

日用品の買物をしているかは、「できるし、している」が 78.9%、「できるけどして

いない」が 9.1%、「できない」が 8.6%となっています。 

自分で食事の用意をしているかは、「できるし、している」が 61.5%、「できるけど

していない」が 19.3%、「できない」が 13.1%となっています。 

⑭金銭管理（問６Ｑ４、Ｑ５）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書の支払いをしているかは、「できるし、している」が 71.5%、「できるけどして

いない」が 14.2%となっています。 

預貯金の出し入れをしているかは、「できるし、している」が 74.9%、「できるけど

していない」が 14.5%となっています。 

 

 

73.8

78.9

61.5

12.4

9.1

19.3

12.1

8.6

13.1

1.6

3.3

6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バスや電車で一人で外出していますか

日用品の買物をしていますか

自分で食事の用意をしていますか

できるし、している できるけどしていない

できない 無回答

（N=2,430）

71.5

74.9

14.2

14.5

5.3

8.3

9.1

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

請求書の支払いをしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

できるし、している できるけどしていない

できない 無回答

（N=2,430）
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⑮日常生活動作（問６Ｑ６～Ｑ14）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常・生活動作についは、食事が自分で食べられるかは「できる」が 94.7%、自

分でトイレができるかは「できる」が 94.7%、自分で洗面や歯磨きができるかは「でき

る」が 94.4%などとなっています。 

 

⑯社会的能動性（問７Ｑ１～Ｑ10）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会的能動性について、健康についての記事や番組に関心があるかは「はい」が 86.0%、

新聞を読んでいるかは「はい」が 84.2%、病人を見舞うことができるかは「はい」が 83.1%、

などとなっています。 

94.7

93.8

90.8

94.4

94.7

91.3

86.4

84.8

83.4

0.9

1.5

3.1

1.1

0.9

3.0

4.1

5.2

11.1

0.2

0.2

1.5

0.4

0.4

1.5

4.1

5.0

2.8

4.2

4.4

4.6

4.1

4.1

4.2

5.3

5.0

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食事は自分で食べられますか

寝床に入るとき、何らかの介助を受けますか

座っていることができますか

自分で洗面や歯磨きができますか

自分でトイレができますか

自分で入浴ができますか

50ｍ以上歩けますか

階段を昇り降りできますか

自分で着替えができますか

できる 一部介助（おかずを切ってもらうなど）があればできる できない 無回答

（N=2,430）

81.0

84.2

70.4

86.0

68.1

78.8

83.1

76.2

71.9

73.3

14.9

12.3

25.5

10.5

29.7

18.1

9.3

16.3

19.3

13.5

4.1

3.5

4.2

3.4

2.2

3.0

7.6

7.5

8.8

13.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年金などの書類（市役所や病院などに出す書類）が書けますか

新聞を読んでいますか

本や雑誌を読んでいますか

健康についての記事や番組に関心がありますか

友人の家を訪ねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

病人を見舞うことができますか

若い人に自分から話しかけることがありますか

趣味はありますか

生きがいはありますか

はい いいえ 無回答

（N=2,430）
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⑰在宅サービスの利用  

 

問８Ｑ５ 以下の在宅サービスを利用していますか（いくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している在宅サービスは、「通所介護」（5.1%）が最も高く、次いで「医師や薬剤

師などによる療養上の指導」（1.6%）、「訪問介護」（1.5％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

0.8

1.5

0.2

0.7

0.7

5.1

0.2

1.2

0.1

0.9

1.6

8.1

82.6

0% 50% 100%

訪問診療（医師の訪問）

訪問介護（ホームヘルプ）

訪問入浴介護

訪問看護（看護師等の訪問）

訪問リハビリテーション

通所介護（デイサービス）

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーション（デイケア）

小規模多機能型居宅介護

短期入所（ショートステイ）

医師や薬剤師などによる療養上の指導

（居宅療養管理指導）

その他

無回答

（N=2,430）
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⑱－１）介護保険サービスの認知度  

 

問８Ｑ１３ 次の介護保険サービスについて、知っているものをお答えください。１

～18のサービスごとにＡ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いいえ」のいずれ

かに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスの認知度は、「通所介護（デイサービス）」（63.4%）が最も高く、次いで、

「訪問介護」（63.1%）、「訪問入浴介護」（56.6%）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

63.1

56.6

56.3

43.1

21.5

63.4

47.4

42.2

55.4

45.2

55.1

20.0

18.2

18.8

18.2

28.0

12.0

12.3

5.5

10.8

10.8

20.9

41.5

5.5

17.5

21.8

12.3

21.8

14.5

43.7

45.2

45.2

45.5

36.9

51.1

50.5

31.4

32.6

32.9

36.0

36.9

31.1

35.1

36.0

32.3

32.9

30.5

36.3

36.6

36.0

36.3

35.1

36.9

37.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所生活介護、短期入所療養介護

福祉用具貸与（レンタル）

福祉用具購入費の支給

住宅改修費の支給

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

複合型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

はい いいえ 無回答

（N=325）
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⑱－２）介護保険サービスの利用意向  

 

問８Ｑ１３ 次の介護保険サービスについて、今後、利用したいと思うものをお答え

ください。１～18のサービスごとにＡ～Ｃのそれぞれについて、「はい」「いい

え」のいずれかに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険サービスの利用意向は、「通所介護（デイサービス）」（35.4%）が最も高く、

次いで「福祉用具貸与（レンタル）」（31.7%）、「住宅改修費の支給」（30.5%）となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

28.0

17.8

22.5

20.3

12.3

35.4

26.5

23.1

31.7

28.3

30.5

16.0

12.9

15.7

11.7

12.3

8.9

11.4

17.5

24.0

18.5

17.5

21.8

11.7

16.0

19.4

13.2

13.2

13.5

20.3

22.5

21.8

24.0

25.2

24.9

23.4

54.5

58.2

59.1

62.2

65.8

52.9

57.5

57.5

55.1

58.5

56.0

63.7

64.6

62.5

64.3

62.5

66.2

65.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所生活介護、短期入所療養介護

福祉用具貸与（レンタル）

福祉用具購入費の支給

住宅改修費の支給

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

複合型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

はい いいえ 無回答

（N=325）
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⑲地域包括支援センターの認知度  

問９Ｑ３ 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために、必要な援助を行う

「地域包括支援センター」が設置されていますが、ご存知ですか（１つだけ）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの認知度は、「知っている」が 32.4%、「知らない」が 60.5%

となっています。 

 

⑳高齢者が暮らしやすいまちづくりに重要なこと  

問９Ｑ６ 高齢者が暮らしやすいまちをつくるためには、どのようなことが重要だと

思いますか（いくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が暮らしやすいまちづくりに重要なことは、「身近で受けることができる福祉

や介護サービスを充実する」（56.4%）が最も高くなっています。 

 

知っている

32.4%

知らない

60.5%

無回答

7.1%

（N=2,430）

26.2

27.3

8.7

14.0

26.7

56.4

3.1

11.1

0% 20% 40% 60%

高齢者が地域で活躍できる機会をつくる

地域の助け合い活動や見守り活動を充実する

地域主催の行事や取り組みを充実する

健康づくりや介護予防についての講座などを充実する

福祉や介護サービスなどの相談窓口や情報提供を充実する

身近で受けることができる福祉や介護サービスを充実する

その他

無回答

（N=2,430）



第 6 期赤穂市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 34 

４ 平成37（2025）年の社会像 

 

（１）人口構造の変化 

本市の総人口について将来推計をみると、平成 27 年には５万人台を割り込み、減少傾向

で推移すると見込まれます。平成 37 年には 44,615 人と予測されます。 

◆将来推計人口（総人口） 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市 

※平成 22～26 年の実人口（住民基本台帳）より各年 9 月末を推計、図中の平成 26 年は実人口 

 

65 歳以上の高齢者人口については、当面、増加傾向が見込まれますが、平成 33 年をピー

クにその後減少が予測されます。平成 28 年より 65～69 歳人口が減少していく一方で、70

歳代、80 歳代人口が増加することが見込まれます。 

また、本市の高齢化率は年々上昇し、平成 28 年以降は 30％台となりその後も上昇傾向

で推移すると予測されます。 

◆将来推計人口（高齢者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：赤穂市 

※平成 22～26 年の実人口（住民基本台帳）より各年 9 月末を推計、図中の平成 26 年は実人口 

3,821 4,112 4,354 4,183 3,965 3,664 3,403 3,225 2,988 2,838 2,809 2,750

3,402 3,287 3,086 3,236 3,449 3,621 3,893 4,118 3,957 3,751 3,469 3,221

2,705 2,716 2,808 2,907 2,951 3,091 2,987 2,803 2,945 3,140 3,297 3,538

2,169 2,247 2,255 2,284 2,294 2,234 2,246 2,329 2,417 2,449 2,561 2,469

2,130 2,201 2,325 2,407 2,469 2,556 2,634 2,700 2,750 2,774 2,765 2,804

14,227 14,563 14,828 15,017 15,128 15,166 15,163 15,175 15,057 14,952 14,901 14,782

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上

[人]

50,042 49,649 49,235 48,797 48,343 47,872 47,381 46,869 46,325 45,768 45,197 44,615

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年

[人]
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◆将来推計（高齢化率） 

 

 

 

 
 

 

資料：赤穂市 

※平成 22～26 年の実人口（住民基本台帳）より各年 9 月末を推計、図中の平成 26 年は実人口 

 

 

28.4

29.3

30.1
30.8

31.3
31.7

32.0
32.4 32.5 32.7 33.0 33.1

26%

27%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年



第 6 期赤穂市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 36 

５ 社会環境の変化 

 ひとり暮らし世帯、高齢者夫婦のみの世帯の増加  

 認知症高齢者の増加  

 要介護認定者数の増加  

  

 

 

 

 

 

 

※介護保険事業計画用ワークシートより推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊単身世帯、老々世帯の増加に伴う、地域社会から孤立する人の増加、介護需要の

高まり、生活困窮者の増加 

⇒支え合う地域社会、地域福祉ネットワークの構築 

＊認知症高齢者の増加により、徘徊の問題、家族だけでの支援が困難 

⇒早期発見・早期対応、医療と介護の連携の必要性、地域で見守る仕組みづく

りが必要 

2,698 
2,839 2,995 

3,282 
3,503 

1,450 1,533 1,625 1,792 
1,924 

53.7 
54.0 

54.3 
54.6 54.9 

50

52

54

56

58

60

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H27 H28 H29 H32 H37

要介護認定者数と認知症高齢者数

認定者数 うち認知症高齢者 割合

[人] [％]
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６ 高齢者層の社会参加 

 

 健康志向や活動意欲がある高齢者の増加  

 

 団塊の世代の社会参加等を通じた介護予防  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25、26 年度アンケート調査より 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊団塊の世代の豊かな知識や経験、技術を活かして、地域活動に

参加し、地域を支える担い手としての活躍 

⇒地域活性化のための仕組みづくり 

 

5.7

19.6

1.1

28.8

26.5

6.8

2.3

9.2

0% 10% 20% 30% 40%

積極的に参加すべきだと思う

適当な「たすけあい」活動があれば参加したい

有償の「たすけあい」があれば活動・参加したい

「たすけあい」活動には参加しないが、できる範囲であれば

「たすけあい」を行いたい

参加したいが、今はできない

興味がない

その他

無回答

（N=2,430）

 

問９Ｑ５ あなたは地域の「たすけあい」活動についてどう思いますか（１つだけ） 
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第３章 計画の理念 

１ 基本理念 

 

 

 

○第３期計画から第５期計画では、上記の基本理念を掲げ計画を推進してきまし

た。本計画でも、計画の連続性と整合性を維持する必要から、この理念のもと

推進することとします。 

 

２ 基本目標 

（１）地域全体で支えあう、心ふれあうまちづくり 

◆介護保険制度改正を踏まえ、地域包括ケアの中核として、地域包

括支援センターの機能強化を図り、医療、介護、予防、福祉・生

活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの

構築を進めていきます。 

◆認知症の予防から早期診断・対応、認知症高齢者や家族に対する

各種サービス提供等の支援まで、状態像に応じた適切なケアの流

れ（認知症ケアパス）を構築し、認知症を支える地域づくりに取

り組むとともに、高齢者等からの成年後見制度や権利擁護に関す

る相談・助言等を行い、日常生活を支援します。 

◆介護が必要になっても、できる限り住み慣れた地域でその人らし

い生活ができるよう、介護保険サービスが円滑に実施され、高齢

者自らの選択に基づき適切なサービスが利用できる体制づくりに

取り組むとともに、高齢者が安心して暮らせる環境整備に努めま

す。 

 

すこやかで、いつまでも安心のあるまち あこう 
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（２）健康で生きがいをもって、すこやかに暮らせるまちづくり 

◆高齢者の心身機能の改善だけを目指すのではなく、生活機能全体

を向上させる介護予防プログラムの実施に取り組むとともに、「介

護予防・日常生活支援総合事業」（新しい総合事業）について、平

成 29 年 4 月までに、要支援認定者の訪問介護・通所介護を地域支

援事業に移行させます。 

◆活力ある高齢社会の実現に向け、すべての高齢者が健康で生きが

いをもって暮らすことができるよう、健康づくりや介護予防事業

などを通して、市民一人ひとりの健康に対する意識を高めるとと

もに、高齢者の豊かな経験や知識を活かし、地域の中で様々な分

野で活躍したり、交流したりすることができる場所や機会を提供

していきます。 

 

（３）安心して介護・福祉サービスがうけられるまちづくり 

◆介護を必要とする高齢者を社会全体で支えるために、重度の要介

護者、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者の増加等を

踏まえ、介護保険サービスの質と量を確保します。 

◆高齢化の進展に伴う介護給付費の増加により、介護保険料の大幅

な上昇が見込まれる中、介護保険制度を持続可能な制度とするた

め、要介護認定の適正化、ケアプランの点検など介護給付費適正

化の取り組みを進めていきます。 
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３ 施策の体系 

 

基本理念  基本目標  主要課題  

す
こ
や
か
で
、
い
つ
ま
で
も
安
心
の
あ
る
ま
ち 

あ
こ
う 

１地域全体で支えあう、心
ふれあうまちづくり 

(1)地域包括ケアシステムの推進  

(2)認知症支援と権利擁護の推進  

(3) 医療との連携や住まいの基盤整備  

２健康で生きがいをもっ
て、すこやかに暮らせる
まちづくり 

(1)介護予防と生活支援の充実  

(2)生きがいづくりや社会参加の促進  

３安心して介護・福祉サー
ビスがうけられるまちづく
り 

(1)介護サービスの充実強化  

(2)介護保険事業の適正な運営  

 


